　　　　　　　平成29年度　学校経営方針

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市立桂坂小学校
１．学校教育目標　

　　　『人と豊かにかかわり，
　　　　　　　　　進んでまなび合う桂坂の子』
　＜目指す子ども像＞　

◎進んで学び，自分の思いや考えを豊かな言葉で伝える子
◎想像力豊かに，自ら考えて行動する，思いやりのある子
◎自分も友だちも大切にする，明るく，元気な子
＜目指す教職員像＞　

◎自ら目標をもち，しっかり学び，進んで取り組む教職員
◎高い人権意識をもち，やさしい心と健康な体を維持する教職員
◎専門職として自信と誇りをもち，組織力の向上に向けて実践する教職員
『桂坂』は，近代的な都市計画に沿って住宅地として開発された閑静な住宅地であり，また自然も豊かな地域である。校区内や近隣には文化的，福祉的な施設も充実し，子どもたちが育まれる環境として大変恵まれた地域である。子どもたちは，安定した家庭環境の下，温かくのびのびと育てられ，各種調査等を見ると，学力的にも高いレベルを保っていると言える。しかし，与えられた課題に対しては真面目に取り組む一方で，さらなる向上を求めて，自ら課題を見つけたり，様々なことに挑戦したりする逞しさには欠ける面がある。さらに，多様な考えや異質なものを受け入れ，自分の考えを広げたり深めたりするといった力には弱さを感じる。この実態を考えた時，本校の子どもたちが将来自らよりよい社会を創り，自己実現していくためには，豊かな人間関係をもち，人との関わりの中で自らの力を伸ばしていくことが何より大切である。
学校教育目標の『人と豊かにかかわり』とは，人の個性や違いを認めた上で，「多くの人と，高め合える，信頼し合える，心が穏やかになる，楽しい」といった関係がもてることを目指す。そして，豊かな人間関係が築かれた学習集団の中で，自分で課題を見つけたり，課題解決の方法を模索したり，粘り強く課題解決に取り組んだりする力を伸ばすことで，学ぶ楽しさを感じ，『進んでまなび合う』姿勢をもった子どもたちを育てることを目標としたいと考える。
２．運営方針

確かな学力　　
１．児童の実態の的確な把握と教職員全員による共有理解
・児童の実態を多くのデータや調査結果を活用して正確に把握し，課題を明らかにする。〈全国学力・学習状況調査（６年），ジョイプロ・プレジョイプロ（３～６年），
国語・　算数テスト（１～２年），学校評価アンケート，クラマネ，いじめアンケート，教育相談等の分析。〉

伸ばすべき力：書く力・読み取る力・自分で課題を見つける力・粘り強く考える力

２．基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着
　　・全ての教科等で「めあて」を明確にし，“めざすべき具体的な子どもの姿”に向けての　　　学習活動を展開し，「めあて」に沿った「振り返り」を行い，“学ぶ楽しさ”“わかる　　　喜び”が実感できる授業を展開する。

　　・教師の意図的な板書により，学習の流れが見えるように工夫する。
　　・自学自習に繋がるノート指導を展開する。（「ノート名人」等の取組の推進）
　　・意欲に繋がる評価を行う。

　　・どの学級にも在籍する支援を必要とする児童について全教職員が理解し，学校体制で

　　　安心して学ぶことができる場を保障すると共に，学力面への支援を行う。

　　・学年内交換授業・教科分担制を取り入れる。

　　・小中一貫『学びのガイドライン』を活用する。

　　・朝読書及び昼の学習時間「帯時間」等を有効に活用する。 

　　・外国語活動や教科化に向けて，教師の指導力向上と環境作りを進める。
　★教師が「何を教えたか」ではなく，子どもが「何ができるようになったか」　　

　　　　という視点で個々の到達度を把握し，指導改善につなげる。
３．主体的・対話的で深い学びの展開
　　・道徳の研究２年次として，『考える道徳』をさらに進めるために，道徳の時間における　　　「アクティブラーニング」を研究，推進する。さらに学びが深まる評価の在り方を探る。
・校内研究・若手研究等を活用して授業づくり，指導案作成等の指導力向上を図る。 
・表現力を高めるために言語活動の充実を図り，語彙を増やす，表現の仕方を学ぶ，表現を工夫する場を設定する。
　（言葉集め，花びら学習，作文指導，言葉のしたじきの活用など）  

・問題解決的な学習の場を積極的に設定し，児童が自ら学ぶ意欲を高める。
　　「問題」→「予想」→「検証」→「結果分析」→「考察」

・総合的な学習における問題解決学習の道筋を児童に明示し，児童が見通しをもって学習に取り組むことで，思考力・表現力・判断力・活用力等を育てるカリキュラムを構築する。

　　※「Ｋ’Ｚ（キッズ）プラン」を総合的な学習と繋げ，高学年においては『ポスター　　　セッション』形式での発表を行う。
　　★全ての児童が同じ土俵に立って初めて「話し合い活動」「協同学習」が始まる。
　　　児童全員が「何のために」「どのように」話し合うかが分かっていて，初めて話し合い　　　活動が成り立ち，またそこに学びの深まりがある。
４．家庭との連携と家庭学習の充実
・家庭学習の重要性を家庭・地域と共有し，家庭学習の定着・充実を図る。
・系統的に「自学・自習プラン」を推進する。

・学習意欲を喚起し，知的好奇心や探究心を引き出し，主体的に学習に取り組む能力を身につけさせるための探究活動「Ｋ’Ｚ（キッズ）プラン」の趣旨を家庭に呼び掛け，家庭と連携して進めることで，家庭の教育力を高める。
５．地域コミュニティ・スクールとしての取組と学校教育への活用

　　・「社会に開かれた教育課程」の実現を進めるためにより家庭・地域とのつながりを深め，　　　大切にする。

　　・積極的に地域人材の活用を図り，地域社会とふれあいのある体験活動を通して児童が地　　　域社会との繋がりや支え合いを意識する機会にすると共に，地域への愛情を育む。

　　　１・２年「生活科」

　　　３年「ふれあいの里秋祭り」「桂坂探検隊」「西総合支援学校交流学習」

　　　４年「西総合支援学校交流学習」
　　  ５年「国際日本文化研究センター　訪問講義」
　　　６年「国際日本文化研究センター　出前授業」　　等
　　・教職員も積極的に地域の行事等に参加し，地域を知ることを通して地域学習の充実を

　　　図る。

豊かな心
１．すべての教育活動における，豊かな心を育む道徳教育の推進　

・校内研究を柱として，道徳の時間の充実を図る。
・別葉を活用し，特別活動や他教科とのつながりを意識した道徳教育を進めることで，
　道徳的実践ができる児童を目指す。
・教科指導やあらゆる教育活動において，集団の一員としての規範意識を育てる。

２．体験的な学習を豊かにするための，特別活動等の推進
・ 心と心のふれあいの場…交流学習，児童集会，校区内オリエンテーリング
・ 心を耕し育てる場…学校行事，委員会活動，クラブ活動
・ 自然や地域とのふれあいの場…総合的な学習をはじめとする教科学習
　　３．人権意識の高揚に向けての人権学習の充実
　 　・教職員自らの人権意識を高め，日常生活の中の人権問題や矛盾を見逃さない。
・人権教育委員会を中心に行う，あらゆる差別に気付き，差別を許さない高い人権意識を身に付けさせる取組を進める。

・各学級に在籍するＬＤ等教育的な支援を必要とする児童をはじめ，全ての児童の可能性を最大限に伸ばす教育を追求する。
・ 毎月の「なかよしの日」の指導を中心とする人権教育を充実する。
　　１.子どもにかかわる課題

　　(1)いじめ・不登校 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2)発達障害  
　　(3)スマホ・ネットによる人権侵害　　

　２.男女平等にかかわる課題
　　３.障害のある人にかかわる課題

　　４.同和問題にかかわる課題

　　５.外国人・外国籍市民にかかわる課題

　　６.ＨＩＶ感染者にかかわる課題

　　７.その他の課題
・「やまゆり学級」の育成教育や，ＬＤ等支援の必要な子どものための総合育成支援教育を充実・推進する。教職員間の情報共有。
・「いじめ」「不登校」等に対し，児童との信頼関係の上に立った積極的な生徒指導及び教育相談により，問題の早期発見，早期対応を行う。
　　　（スクール・カウンセラーとの連携）
・「桂坂小のきまりとやくそく」・「かつらざかキッズ～こんな子になろう～」をもとに，互いに楽しい学校生活にするために，やるべきことはきちんとやり，その上でよりよい友達関係を築くためにマナーを大切にし，態度に表せる児童の育成を目指す。

・ 保護者，地域の方へ本校の人権教育に対する理解を深め，協力を得るため，日曜参観で道徳授業の公開を行うとともに年間１回の啓発授業参観・懇談を行う。
４．心安らぐ環境づくり
 ・互いのよさを認め，協力し，支え合える温かい学級づくりに努める。

・子どもたちが安心して学べる，心地よい教室をつくる。（教室掲示等の工夫）
・教職員が高い人権意識をもって，子どもの人権を守り，「いじめ」の早期発見，早期　　　 解決に努め，「いじめ」は絶対に許さない気風をつくる。

・先生は自分たちを守ってくれる，何でも聞いてくれる信頼できる存在であることを
　心がける。

・整理整頓された教室・廊下。清潔できれいな校内環境をつくる。

・地域社会とふれあいのある体験活動を充実し，豊かな心を育む。
・ＰＴＡや地域における文化・芸術活動(カザラッカコンサート・本とお話しの会など)への積極的な参加を呼びかけ，文化・芸術に触れる機会を増やす。
　※４つの視点をもって，桂坂の人権教育を進める。

健やかな体　　　
１．自分の体や健康に関心をもち，健康に生活する意欲の育成
・体育科の学習を通して，体力や技能の向上に関心をもつと共に，運動の楽しさや達成感

　を味わわせる。
・休み時間は外で遊ぶ習慣をつけるなど，児童が運動に触れる機会を積極的に設けるよ

　うに工夫する。
・集団で運動する機会を設定し，情緒面の発達や規範意識の育成を図る。

　　　みんな遊び
　　　ランニングタイム　持久走大会

　　　大縄大会

　　　校区内オリエンテーリング　等
２．保健及び食の指導の充実

・発達段階に応じた系統性のある指導ができるよう，指導内容の体系化を図る。
　　（性教育・エイズ・飲酒・喫煙・薬物　等）

・食事・運動・休養・睡眠の調和のとれた生活習慣を身に付けることが，心身の健やか
な成長につながることを指導するとともに，保護者に働きかける。

　　・けがや病気の原因・予防法を正しく理解し，自分の健康を保持増進しようとする意識と態度を育てる。

　　・給食指導を通して，みんなと一緒に食べる楽しさを味わわせると共に，進んで食べようとする気もちを育てる。

　　・児童，教職員共に，アレルギーのある児童への理解を深め，適切に対応できるようにする。

　
　　３．安全指導・防災教育の充実

・自分で危険を回避し，安全に生活できる力を身につけさせる。
　（安全指導・避難訓練・保健指導・給食指導・栄養指導）

・自分の命も，人の命も大切にする児童を育てる。

・児童の安全を学校・保護者・地域で共に見守るネットワーク構築のため，「桂坂統一

　クリーンデー」「桂坂統一 夏まつり」「区民体育祭」などの地域行事と学校行事の連携

　とその共同化を図る。
・安全・防災の観点からも地域を結ぶための情報発信基地としての役割を担っていることを認識する。
「社会に開かれた教育課程」を進めるにあたって，公教育は学校内のみでは成り立たず，地域の特性やニーズを把握し，地域とともに歩む特色ある学校教育を推進することで，より高い次元の教育活動が実践できる。








　


人権教育の４つの視点


　１「人権としての教育」


・教育を受けること自体が人権。就学の機会均等，「生きる力」を培う豊かな教育を受けることが保障されているか。


　２「人権を通しての教育」


・学校教育全体を通して，人権の大切さを日常的に感じながら，学習することができるような環境を作り出すことができているか。


　３「人権についての教育」


・人権についての理解・認識を深め，人権を守る意欲や態度を育むとともに，人権にかかわる問題解決のために行動できる力を培うことができているか。


　 ４「人権のための教育」


・すべての人々の人権が尊重される社会を実現し，その社会を担い得る人間として成長する子どもの育成を目指す教育実践が行われているか。











